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【誤訳訂正書】
【提出日】平成31年2月28日(2019.2.28)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メチルグリシン二酢酸（ＭＧＤＡ）、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－若しくはトリア
ルカリ金属塩、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－若しくはトリアンモニウム塩又はそれら
の混合物と、
　グルタミン酸二酢酸（ＧＬＤＡ）、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－、トリ－若しくは
テトラアルカリ金属塩、又はモノ－、ジ－、トリ－若しくはテトラアンモニウム塩又はそ
れらの混合物と
の混合物の製造方法であって、前記方法が、
　（ａ）水に、
　（ａ１）Ｌ－若しくはＤ－鏡像体の形態でのアラニン、又はそのそれぞれのモノアルカ
リ金属塩又はそれらの混合物、及び
　（ａ２）Ｌ－若しくはＤ－鏡像体としてのグルタミン酸、又はそのそれぞれのモノ－若
しくはジアルカリ金属塩又はそれらの混合物
　を溶解する工程であって、アラニンのグルタミン酸に対するモル比が、１：９～９：１
の範囲にある、工程と、
　（ｂ）ホルムアルデヒドと、シアン化水素酸又はアルカリ金属シアン化物とを用いて、
工程（ａ）で得られた混合物を、対応するジニトリルに変換する工程と、
　（ｃ）工程（ｂ）で得られた前記ジニトリルを鹸化する工程と
を含む、方法。
【請求項２】
　工程（ｃ）が、異なる温度での２つの工程（ｃ１）及び（ｃ２）で行われる、請求項１
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に記載の方法。
【請求項３】
　化学量論量の水酸化物、又は工程（ｂ）からのジニトリルのＣＯＯＨ基及びニトリル基
の合計１モル当たり１．０１～１．５モルの過剰の水酸化物を使用することにより、工程
（ｃ）を行う、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　工程（ｃ）の終了時に得られた生成物の固形分が、４０～７０質量％の範囲にある、請
求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　（ａ１）の（ａ２）に対するモル比が２．５：７．５～７．５：２．５の範囲にある、
請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　工程（ｃ）の終了時に得られた生成物が、１０～９５％の範囲の鏡像体過剰率（ｅｅ）
でそれぞれのＬ－異性体を主に含有する、ＭＧＤＡのＬ－及びＤ－鏡像体、又はそのそれ
ぞれのモノ－、ジ－若しくはトリアルカリ金属塩、又はモノ－、ジ－若しくはトリアンモ
ニウム塩又はそれらの混合物と、
　ＧＬＤＡのＬ－及びＤ－鏡像体、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－、トリ－若しくはテ
トラアルカリ金属塩、又はモノ－、ジ－、トリ－若しくはテトラアンモニウム塩又はそれ
らの混合物と
の混合物を含有する、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを用いて、工程（ｃ）の鹸化を行う、請求項１か
ら６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　１０～４５℃の範囲の温度で、工程（ｂ）を行う、請求項１から７のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項９】
　１０～８０℃の範囲の温度で工程（ｃ１）を行い、９０～１９５℃の範囲の温度で工程
（ｃ２）を行う、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　工程（ｃ２）が、１５～３６０分の平均滞留時間を有する、請求項１から９のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１１】
　１０～９５％の範囲の鏡像体過剰率（ｅｅ）でそれぞれのＬ－異性体を主に含有する、
ＭＧＤＡのＬ－及びＤ－鏡像体、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－若しくはトリアルカリ
金属塩、又はモノ－、ジ－若しくはトリアンモニウム塩又はそれらの混合物と、
　ＧＬＤＡのＬ－及びＤ－鏡像体、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－、トリ－若しくはテ
トラアルカリ金属塩、又はモノ－、ジ－、トリ－若しくはテトラアンモニウム塩又はそれ
らの混合物と
の混合物。
【請求項１２】
　ＭＧＤＡのＧＬＤＡ又はそれらのそれぞれの塩に対するモル比が１：９～９：１の範囲
にある、請求項１１に記載の混合物。
【請求項１３】
　請求項１１及び１２に記載の混合物を含有する水溶液であって、該水溶液が４０～７０
質量％の範囲の固形分を有する、水溶液。
【請求項１４】
　ＭＧＤＡ及びＧＬＤＡを含有する溶液の製造における、アラニン及びグルタミン酸又は
それらのそれぞれの塩を含む組成物の使用方法。
【請求項１５】
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　洗濯洗浄組成物の製造及び洗浄剤の洗剤組成物の製造における、請求項１３に記載の水
溶液又は請求項１１又は１２に記載の混合物の使用方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００１】
　本発明は、メチルグリシン二酢酸（methyl glycine diacetic acid）（ＭＧＤＡ）のＬ
－及びＤ－鏡像体、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－若しくはトリアルカリ金属塩、又は
モノ－、ジ－若しくはトリアンモニウム塩又はそれらの混合物と、グルタミン酸二酢酸（
glutamic acid diacetic acid）（ＧＬＤＡ）のＬ－及びＤ－鏡像体、又はそのそれぞれ
のモノ－、ジ－、トリ－若しくはテトラアルカリ金属塩、又はモノ－、ジ－、トリ－若し
くはテトラアンモニウム塩又はそれらの混合物との混合物に関し、前記混合物は、１０～
９５％の範囲の鏡像体過剰率（ｅｅ）を有するそれぞれのＬ－異性体を主に含有する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００２】
　本発明の他の態様は、メチルグリシン二酢酸（ＭＧＤＡ）のＬ－及びＤ－鏡像体、又は
そのそれぞれのモノ－、ジ－若しくはトリアルカリ金属塩、又はそのそれぞれのモノ－、
ジ－若しくはトリアンモニウム塩又はそれらの混合物と、
　グルタミン酸二酢酸（ＧＬＤＡ）、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－、トリ－若しくは
テトラアルカリ金属塩、又はモノ－、ジ－、トリ－若しくはテトラアンモニウム塩又はそ
れらの混合物と
の混合物の製造方法に関し、ここで、前記方法は、
　（ａ）水に、
　（ａ１）Ｌ－若しくはＤ－鏡像体の形態でのアラニン、又はそのそれぞれのモノアルカ
リ金属塩又はそれらの混合物、及び
　（ａ２）Ｌ－若しくはＤ－鏡像体としてのグルタミン酸、又はそのそれぞれのモノ－若
しくはジアルカリ金属塩又はそれらの混合物
　を溶解する工程であって、アラニンのグルタミン酸に対するモル比が、１：９～９：１
の範囲にある、工程と、
　（ｂ）ホルムアルデヒドと、シアン化水素酸又はアルカリ金属シアン化物とを用いて、
工程（ａ）で得られた混合物を、対応するジニトリルに変換する工程と、
　（ｃ）工程（ｂ）で得られた前記ジニトリルを鹸化する工程と
を含む。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　多くの産業的使用者は、可能な限り高濃度の水溶液中で錯化剤を得ることを望んでいる
。要求される錯化剤の濃度が低いほど、より多くの水が輸送される。前記水は輸送費を増
加させ、かつ、後で除去しなければならない。ＭＧＤＡの三ナトリウム塩の約４０質量％
溶液、及びＧＬＤＡの四ナトリウム塩の４７質量％以下の溶液が室温で製造及び貯蔵する
ことができるが、局所又は一時的により冷たい溶液は、それぞれの錯化剤の沈殿、及び不
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純物による核生成を生じる可能性がある。前記沈殿は、製剤の間に、不純物又は不均一性
を生じる可能性がある。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
　メチルグリシン二酢酸（ＭＧＤＡ）、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－若しくはトリア
ルカリ金属塩、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－若しくはトリアンモニウム塩又はそれら
の混合物と、
　グルタミン酸二酢酸（ＧＬＤＡ）、又はそのそれぞれのモノ－、ジ－、トリ－若しくは
テトラアルカリ金属塩、又はモノ－、ジ－、トリ－若しくはテトラアンモニウム塩又はそ
れらの混合物と
の混合物のための本発明の製造方法は、
　（ａ）水に、
　（ａ１）Ｌ－若しくはＤ－鏡像体の形態でのアラニン、又はそのそれぞれのモノアルカ
リ金属塩又はそれらの混合物、及び
　（ａ２）Ｌ－若しくはＤ－鏡像体としてのグルタミン酸、又はそのそれぞれのモノ－若
しくはジアルカリ金属塩又はそれらの混合物
　を溶解する工程であって、アラニンのグルタミン酸に対するモル比が、１：９～９：１
の範囲にある、工程と、
　（ｂ）ホルムアルデヒドと、シアン化水素酸又はアルカリ金属シアン化物とを用いて、
工程（ａ）で得られた混合物を、対応するジニトリルに変換する工程と、
　（ｃ）工程（ｂ）で得られた前記ジニトリルを鹸化する工程と
を含む。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　本発明の一実施態様において、混合物は、１０～９５％、好ましくは２５～９０％、よ
り好ましくは４０～８５％、最も好ましくは５０～７５％の範囲の鏡像体過剰率（ｅｅ）
でそれぞれのＬ－異性体を主に含有する、ＭＧＤＡのＬ－及びＤ－鏡像体、又はそのそれ
ぞれのモノ－、ジ－若しくはトリアルカリ金属塩、又はモノ－、ジ－若しくはトリアンモ
ニウム塩又はそれらの混合物、並びに、ＧＬＤＡのＬ－及びＤ－鏡像体、又はそのそれぞ
れのモノ－、ジ－、トリ－若しくはテトラアルカリ金属塩、又はモノ－、ジ－、トリ－若
しくはテトラアンモニウム塩又はそれらの混合物からなる。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
　したがって、本発明の他の態様は、４０～７０質量％、好ましくは４５～６５質量％、
より好ましくは４８～５５質量％の範囲の前記本発明の混合物を含有する、本発明の混合
物の水溶液である。以下、このような水溶液は、本発明の溶液、又は本発明による溶液と
も称される。本発明の溶液は、種結晶又は機械的応力を加える際に、沈殿又は結晶の量を
示さない。本発明の溶液は、任意の可視の混濁を示さない。
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【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４３】
　さらに、本発明の混合物も本発明の溶液も、アルカリ金属ハロゲン化物又は好ましくは
アルカリ金属硫酸塩、特に硫酸カリウム又はさらにより好ましくは硫酸ナトリウム（この
限りではない）などの無機非塩基性塩の１種以上を含有してもよい。無機非塩基性塩の含
有量は、それぞれの本発明の混合物又はそれぞれの本発明の溶液の固形分に対して、０．
１０～１．５質量％の範囲にある。さらにより好ましくは、本発明の混合物も本発明の溶
液も、大量の無機非塩基性塩を含有しなく、それぞれの本発明の混合物又はそれぞれの本
発明の溶液の固形分に対して、５０ｐｐｍ～０．０５質量％の範囲で含有する。さらによ
り好ましくは、本発明の混合物は、塩化物と硫酸塩の合計を、それぞれの本発明の混合物
に対して、１～５０ｐｐｍ質量で含有する。硫酸塩の含有量は、例えば、重量測定により
又はイオンクロマトグラフィーにより決定することができる。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４７】
　本発明のさらなる態様は、本発明の混合物の製造方法（以下、本発明の方法とも称する
）である。本発明の方法は、
　（ａ）水に、
　（ａ１）Ｌ－若しくはＤ－鏡像体の形態でのアラニン、又はそのそれぞれのモノアルカ
リ金属塩、又はそのそれぞれのモノアンモニウム塩又はそれらの混合物、及び
　（ａ２）Ｌ－若しくはＤ－鏡像体としてのグルタミン酸、又はそのそれぞれのモノ－若
しくはジアルカリ金属塩、又はモノ－若しくはジアンモニウム塩又はそれらの混合物
　を溶解する工程であって、アラニンのグルタミン酸に対するモル比が、１：９～９：１
の範囲にある、工程と、
　（ｂ）ホルムアルデヒドと、シアン化水素酸又はアルカリ金属シアン化物とを用いて、
工程（ａ）で得られた混合物を、対応するジニトリルに変換する工程と、
　（ｃ）工程（ｂ）で得られた前記ジニトリルを鹸化する工程と
を含む。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５０】
　Ｌ－若しくはＤ－鏡像体の形態でのアラニン、又はそのそれぞれのモノアルカリ金属塩
又はそれらの混合物の、Ｌ－若しくはＤ－鏡像体としてのグルタミン酸、又はそのそれぞ
れのモノ－若しくはジアルカリ金属塩又はそれらの混合物に対するモル比は、１：９～９
：１、好ましくは２．５：７．５～７．５：２．５、より好ましくは４：６～６：４の範
囲にある。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５７
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【００５７】
　本発明の方法の工程（ｂ）において、二重ストレッカー合成（double Strecker synthe
sis）は、ホルムアルデヒドと、シアン化水素酸又はアルカリ金属シアン化物とを用いて
、工程（ａ）で得られた混合物の水溶液を処理することにより行われる。二重ストレッカ
ー合成は、工程（ａ）で得られた水溶液に、アルカリ金属シアン化物、又はシアン化水素
酸とアルカリ金属シアン化物との混合物、又は好ましくはシアン化水素酸とホルムアルデ
ヒドとの混合物を添加することにより行うことができる。あるいは、まず工程（ａ）で得
られた水溶液をホルムアルデヒドで処理して対応するシッフ塩基（Schiff’s base）を得
、次にシアン化水素酸を添加する。ホルムアルデヒド及びアルカリ金属シアン化物又は好
ましくはシアン化水素酸の前記添加は、１つ以上の部分で行うことができる。ホルムアル
デヒドは、ガスとして、又はホルマリン溶液として、又はパラホルムアルデヒドとして添
加することができる。好ましくは、３０～３５質量％の水溶液としてのホルムアルデヒド
を添加することである。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６８】
　工程（ｃ）に関して、異なる温度は、工程（ｃ１）の平均温度が工程（ｃ２）平均温度
と異なることを意味する。好ましくは、工程（ｃ１）は、工程（ｃ２）より低い温度で行
われる。さらにより好ましくは、工程（ｃ２）は、工程（ｃ１）の平均温度より少なくと
も８０Ｋ高い平均温度で行われる。工程（ｃ）に関して、水酸化物は、アルカリ金属水酸
化物、好ましくは水酸化カリウム、さらにより好ましくは水酸化ナトリウムを指す。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９３】
　本発明の一実施態様において、本発明の水溶液は、例えば、洗濯洗剤組成物又は洗浄剤
の洗剤組成物の製造に使用されてもよい。他の実施態様において、洗濯洗剤組成物又は洗
浄剤の洗剤組成物の製造のために、本発明の水溶液は、完全に又は好ましくは部分的に中
和された形態で使用されてもよい。一実施態様において、洗濯洗剤組成物又は洗浄剤の洗
剤組成物の製造のために、本発明の水溶液は、完全に又は好ましくは部分的に中和された
形態で使用されてもよく、ここで、前記中和は無機酸（鉱酸）を用いて行われる。好まし
い無機酸は、Ｈ２ＳＯ４、ＨＣｌ及びＨ３ＰＯ４から選択される。他の実施態様において
、洗濯洗剤組成物又は洗浄剤の洗剤組成物の製造のために、本発明の水溶液は、完全に又
は好ましくは部分的に中和された形態で使用されてもよく、ここで、前記中和は有機酸を
用いて行われる。好ましい有機酸は、ＣＨ３ＳＯ３Ｈ、酢酸、プロピオン酸及びクエン酸
から選択される。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９８】
　特に有利な洗濯洗浄組成物、及び特にホームケアのための洗浄剤の洗剤組成物は、ＭＧ
ＤＡ及びＧＬＤＡ以外の１種以上の錯化剤を含有してもよい。有利な洗浄剤の洗剤組成物
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、及び有利な洗濯洗浄組成物は、本発明による混合物以外の、１種以上の錯化剤（この明
細書において、金属イオン封鎖剤とも称する）を含有してもよい。本発明による混合物以
外の金属イオン封鎖剤の例としては、ＩＤＳ（イミノジコハク酸）、クエン酸塩、ホスホ
ン酸誘導体、例えばヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（「ＨＥＤＰ」）のジナト
リウム塩、及び錯化基（complexing groups）などを有するポリマー、例えばその中に２
０～９０モル％のＮ原子が少なくとも１つのＣＨ２ＣＯＯ－基を有するポリエチレンイミ
ン、及びそれらのそれぞれのアルカリ金属塩、特にそれらのナトリウム塩、例えばＩＤＳ
－Ｎａ４及びクエン酸三ナトリウム、及びリン酸塩、例えばＳＴＰＰ（sodium tripolyph
osphate：トリポリリン酸ナトリウム）が挙げられる。リン酸塩が環境問題を引き起こす
ことが原因で、有利な洗浄剤の洗剤組成物、及び有利な洗濯洗浄組成物はリン酸塩を含有
しないことが好ましい。この明細書において、「リン酸塩を含有しない」という用語は、
リン酸塩及びポリリン酸塩の含有量が、合計で、質量分析により決定される１０ｐｐｍ～
０．２質量％の範囲にある意味と理解されるべきである。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１２】
　また、２種以上の異なる非イオン性界面活性剤の混合物が存在してもよい。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１６】
　特に好ましい例は、時にラウラミンオキシドとも称される、ラウリルジメチルアミノオ
キシドである。さらなる特に好ましい例は、時にコカミドプロピルアミンオキシドとも称
される、コカミジルプロピルジメチルアミノオキシドである。
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１７】
　好適なアニオン性界面活性剤の例としては、アルカリ金属及びアンモニウムの、Ｃ８～
Ｃ１８－アルキル硫酸塩、Ｃ８～Ｃ１８－脂肪アルコールポリエーテル硫酸塩、エトキシ
ル化Ｃ４～Ｃ１２－アルキルフェノール（エトキシル化度：１～５０モルのエチレンオキ
シド／モル）の硫酸半エステル、Ｃ１２～Ｃ１８－スルホ脂肪酸アルキルエステル、例え
ばＣ１２～Ｃ１８－スルホ脂肪酸メチルエステル、さらにＣ１２～Ｃ１８－アルキルスル
ホン酸塩、及びＣ１０～Ｃ１８－アルキルアリールスルホン酸塩が挙げられる。好ましく
は、前述した化合物の、アルカリ金属塩、特に好ましくはナトリウム塩である。
【誤訳訂正１８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１３３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１３３】
　有機ビルダーの例は、特にポリマー及びコポリマーである。本発明の一実施態様におい
て、有機ビルダーは、ポリカルボキシレート、例えば（メタ）アクリル酸ホモポリマー又
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は（メタ）アクリル酸コポリマーのアルカリ金属塩から選択される。
【誤訳訂正１９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１３４】
　好適なコモノマーは、モノエチレン性不飽和ジカルボン酸、例えばマレイン酸、フマル
酸、無水マレイン酸、イタコン酸及びシトラコン酸である。好適なポリマーは、特に、２
０００～４００００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは２０００～１００００ｇ／ｍｏｌ、特に３０
００～８０００ｇ／ｍｏｌの範囲の平均分子量ＭＷを好ましく有するポリアクリル酸であ
る。また、好適であるのは、同様の範囲の分子量を有する、コポリマーポリカルボキシレ
ート、特にメタアクリル酸とアクリル酸、及びマレイン酸及び／又はフマル酸とアクリル
酸又はメタアクリル酸のコポリマーポリカルボキシレートである。
【誤訳訂正２０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１４２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１４２】
　本発明による洗浄剤の洗剤組成物及び洗濯洗剤組成物は、例えば、合計で、１０～７０
質量％、好ましくは５０質量％以下のビルダーを含んでもよい。本発明に関して、ＭＧＤ
Ａ及びＧＬＤＡはビルダーと見なされない。
【誤訳訂正２１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５８】
　本発明の一実施態様において、本発明による洗浄剤の洗剤組成物及び洗濯洗剤組成物は
、亜鉛塩のほかに重金属を含有しない。本発明の範囲内において、これは、本発明による
洗浄剤の洗剤組成物及び洗濯洗剤組成物が、漂白触媒として作用しない重金属化合物、特
に鉄及びビスマスの化合物を含有しないことを意味すると理解される。本発明の範囲内に
おいて、重金属化合物に関する「含有しない」は、漂白触媒として作用しない重金属化合
物の含有量が、浸出法により決定され、固形分に基づいて、合計で０～１００ｐｐｍの範
囲にあることを意味すると理解される。好ましくは、本発明による製剤は、亜鉛のほかに
、当該洗剤の固形分に基づいて、０．０５ｐｐｍ未満の重金属含有量を有する。したがっ
て、亜鉛の部分を含まない。
【誤訳訂正２２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５９】
　本発明の範囲内において、「重金属」は、亜鉛のほかに、少なくとも６ｇ／ｍ３の比重
（specific density）を有する全ての金属と考えられる。特に、重金属は、ビスマス、鉄
、銅、鉛、スズ、ニッケル、カドミウム及びクロムなどの金属である。
【誤訳訂正２３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１６１
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１６１】
　本発明の一実施態様において、本発明による洗剤組成物は、１種以上のさらなる成分、
例えば芳香剤、染料、有機溶媒、バッファー、タブ用の崩壊剤及び／又はメタンスルホン
酸などの酸を含む。
【誤訳訂正２４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１７１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１７１】
　実施例１．１：
　部分的に中和されたＬ－アラニンビス－アセトニトリル（ＡＢＡＮ）及びＬ－グルタミ
ン酸アミノジアセトニトリルナトリウム塩（ＧＬＤＮ）の溶液の合成、工程（ａ．１）及
び（ｂ．１）
　工程（ａ．１）：室温で、１３６ｇの脱イオン水を、１リットルの攪拌フラスコ中に入
れた。６６．８８ｇのＬ－アラニン（９９％、０．７４モル）を添加した。得られたスラ
リーに、３９ｇの５０質量％水酸化ナトリウム水溶液（０．４９モル）及び１０８．６２
ｇのＬ－モノナトリウム－グルタミン酸塩一水和物（９９％、０．５７モル）を添加した
。添加を完了した後、５０℃でスラリーを３０分攪拌した。透明な溶液を得た。
【誤訳訂正２５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１８０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１８０】
　そうして、ＭＧＤＡ－Ｎａ３及びＧＬＤＡ－Ｎａ４の４０％溶液を得た。ＦｅＣｌ３水
溶液の形態でのＦｅ（ＩＩＩ＋）の滴定により測定した、総収率は９５％であった。ＨＰ
ＬＣ分析により決定した場合、ＮＴＡ－Ｎａ３は０．０４％であり、ＧＬＭＡ－Ｎａ３は
０．３０％であった。
【誤訳訂正２６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１８２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１８２】
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【表１】
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